
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                           

五 

　告

　示 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件                                 

八 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件                                           

八 

○
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件                             

八 

○
市
街
地
再
開
発
事
業
の
組
合
解
散
を
認
可
し
た
件                                    

一
〇 

　公

　告 

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件                        

一
〇 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
三
件                    

一
〇 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                        

一
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
一
号 

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
六
条
第
三
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
様
式
第
十
五
号

の
四
」
を
「
様
式
第
十
五
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
戸
籍
」
を
「
住
民
票
」
に
改

め
、
同
項
第
六
号
中
「
及
び
第
四
号
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号

と
す
る
。 

様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                       

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

様式第14号(第16条関係) 
屋外広告業者登録申請書 

年  月  日  

  福島県知事 

申請者 住 所                
氏 名                

  法人にあつては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名   

 次のとおり、福島県屋外広告物条例第23条第1項の規定による屋外広告業者の登録を申
請します。 

登 録 の 種 類 新 規 ・ 更 新 
※登録番号 福島県第     号 
※登録年月日    年  月  日 

氏 名 又 は 名 称   
法人にあつては、
代 表 者 の 氏 名   

住 所 又 は 主 た る
事 務 所 の 所 在 地 

郵便番号(  ―  ) 
                  (電話番号     ) 

法人にあつては、そ
の役員 

氏 名 役 職 名 

    

未成年者である場合
にあつては、その法
定代理人 

住 所
又 は
所 在 地 

郵便番号(  ―  ) 
 

(電話番号            ) 
氏 名
又 は
名 称 

 

未成年者である場合
における当該未成年
者の法定代理人が法
人である場合にあつ
ては、その役員 

氏 名 役 職 名 

    

更新にあつては、現に
受 け て い る 登 録 の
登録年月日及び登録番号 

年    月    日 

 

      福島県第       号 

他の都道府県知事及び
指定都市又は中核市の
長 の 登 録 状 況 

都 道 府 県 又 は
市 の 名 称 登 録 番 号 登 録 年 月 日 

      

営
業

所
 

名 称   

所 在 地 
郵便番号(  ―  ) 
           (電話番号       ) 

業務主任者の職氏名   

営
業

所
 

名 称   

所 在 地 
郵便番号(  ―  ) 
           (電話番号       ) 

業務主任者の職氏名   
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

(福島県収入証紙貼り付け欄) 

 注 
  1 ※印の欄は、記入しないこと。 
  2 「新規・更新」については、不要の文字を抹消すること。 
  3 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、理事又はこれらに準ずる者をい

う。 
4 「業務主任者の職氏名」について、役職名がない場合は、職務内容を記載するこ
と。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
十
五
号
の
三
を
削
り
、
様
式
第
十
五
号
の
四
を
様
式
第
十
五
号
の
三
と
す
る
。 

附

　則 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

大
沼
郡
金
山
町
大
字
大
栗
山
字
桑
原
二
五
二
五
の
一
、
二
五
五
四
の
二 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

落
石
の
危
険
の
防
止 

三

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
金
山
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
金
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
浅
川
町
大
字
浅
川
字
城
山
八
七
の
九
五
、
八
七
の
二
七
一
、
字
山
根
五
一
の
一
、
五
一

の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

干
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
浅
川
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
浅
川
町
大
字
浅
川
字
城
山
八
七
の
九
五
、
八
七
の
二
七
一
、
字
山
根
五
一
の
一
、
五
一

の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

公
衆
の
保
健 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
浅
川
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
浅
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
号 

海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

表

富
岡
海
岸
毛
萱
仏
浜
地
区
海
岸
の
項
区
域
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

10

 

一

　基
点
及
び
補
助
点
の
位
置
（
公
共
座
標
第
Ⅸ
座
標
系
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

基
点
１

　Ｘ
一
四
八
七
二
一
・
四
五
一

　Ｙ
一
〇
五
七
〇
六
・
七
九
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 
基
点
２

　Ｘ
一
四
八
六
九
九
・
七
二
四

　Ｙ
一
〇
五
七
〇
三
・
〇
九
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 
基
点
３

　Ｘ
一
四
八
六
七
四
・
七
六
二

　Ｙ
一
〇
五
六
九
九
・
四
六
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

基
点
４

　Ｘ
一
四
八
六
四
八
・
八
六
六

　Ｙ
一
〇
五
六
九
三
・
六
一
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

基
点
５

　Ｘ
一
四
八
六
二
二
・
二
〇
七

　Ｙ
一
〇
五
六
八
六
・
六
二
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

基
点
６

　Ｘ
一
四
八
五
七
五
・
四
五
四

　Ｙ
一
〇
五
六
八
〇
・
四
二
一
の
点
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

基
点
７

　Ｘ
一
四
八
五
五
〇
・
六
五
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
七
七
・
二
八
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

基
点
８

　Ｘ
一
四
八
五
四
五
・
八
六
八

　Ｙ
一
〇
五
六
七
六
・
五
五
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

基
点
９

　Ｘ
一
四
八
五
三
六
・
九
四
七

　Ｙ
一
〇
五
六
七
五
・
五
一
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

基
点

　Ｘ
一
四
八
五
二
四
・
七
四
一

　Ｙ
一
〇
五
六
七
四
・
七
六
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

10

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
九
九
・
八
二
四

　Ｙ
一
〇
五
六
七
二
・
七
一
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 
11

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
七
四
・
九
〇
八

　Ｙ
一
〇
五
六
七
〇
・
六
七
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 
12

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
六
九
・
四
二
一

　Ｙ
一
〇
五
六
七
〇
・
一
九
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

13

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
五
一
・
三
四
三

　Ｙ
一
〇
五
六
六
八
・
九
二
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

14

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
四
五
・
五
二
一

　Ｙ
一
〇
五
六
六
八
・
六
六
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

15

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
三
三
・
二
一
七

　Ｙ
一
〇
五
六
六
八
・
二
一
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

16

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
二
三
・
八
九
一

　Ｙ
一
〇
五
六
六
七
・
九
五
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

17

基
点

　Ｘ
一
四
八
四
一
七
・
四
五
五

　Ｙ
一
〇
五
六
六
七
・
九
九
五
の
点

　
　
　
　
　
　

 

18

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
九
六
・
五
九
八

　Ｙ
一
〇
五
六
六
七
・
二
九
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

19

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
九
六
・
五
〇
四

　Ｙ
一
〇
五
六
七
〇
・
一
七
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

20

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
五
五
・
七
三
二

　Ｙ
一
〇
五
六
六
八
・
七
五
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

21

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
四
七
・
一
三
三

　Ｙ
一
〇
五
六
六
八
・
四
六
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

22

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
四
七
・
〇
四
八

　Ｙ
一
〇
五
六
七
一
・
〇
六
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

23

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
三
二
・
六
九
三

　Ｙ
一
〇
五
六
七
〇
・
三
五
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

24

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
二
八
・
二
二
二

　Ｙ
一
〇
五
六
六
九
・
五
三
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

25

基
点

　Ｘ
一
四
八
三
二
八
・
三
二
三

　Ｙ
一
〇
五
六
六
六
・
四
二
五
の
点

　
　
　
　
　
　

 

26

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
六
一
・
〇
八
九

　Ｙ
一
〇
五
六
六
四
・
二
二
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

27

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
五
二
・
一
五
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
六
六
・
七
三
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

28

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
四
八
・
一
九
九

　Ｙ
一
〇
五
六
六
六
・
二
八
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

29

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
四
三
・
七
二
五

　Ｙ
一
〇
五
六
六
八
・
〇
七
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

30

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
三
二
・
二
五
八

　Ｙ
一
〇
五
六
六
七
・
一
九
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

31

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
二
九
・
一
六
九

　Ｙ
一
〇
五
六
六
七
・
四
二
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

32

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
一
八
・
四
五
七

　Ｙ
一
〇
五
六
六
六
・
四
〇
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

33

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
一
九
・
八
八
四

　Ｙ
一
〇
五
六
五
四
・
七
三
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

34

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
〇
八
・
〇
八
八

　Ｙ
一
〇
五
六
五
三
・
三
八
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

35

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
〇
六
・
三
六
七

　Ｙ
一
〇
五
六
五
三
・
一
八
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

36

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
〇
〇
・
四
五
六

　Ｙ
一
〇
五
六
五
二
・
四
一
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

37

基
点

　Ｘ
一
四
八
二
〇
〇
・
四
一
九

　Ｙ
一
〇
五
六
五
二
・
六
九
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

38

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
八
九
・
六
一
二

　Ｙ
一
〇
五
六
五
一
・
二
八
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

39

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
八
九
・
六
四
九

　Ｙ
一
〇
五
六
五
一
・
〇
〇
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

40

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
八
五
・
七
五
六

　Ｙ
一
〇
五
六
五
〇
・
四
九
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

41

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
八
六
・
七
〇
九

　Ｙ
一
〇
五
六
四
六
・
〇
四
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

42

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
六
七
・
七
九
七

　Ｙ
一
〇
五
六
四
三
・
一
〇
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

43

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
四
九
・
九
七
六

　Ｙ
一
〇
五
六
四
〇
・
七
七
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

44

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
四
八
・
九
九
四

　Ｙ
一
〇
五
六
四
八
・
二
八
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

45

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
三
〇
・
三
四
三

　Ｙ
一
〇
五
六
四
五
・
三
七
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

46

基
点

　Ｘ
一
四
八
一
一
二
・
三
九
七

　Ｙ
一
〇
五
六
四
九
・
〇
一
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

47

基
点

　Ｘ
一
四
八
〇
七
二
・
九
五
二

　Ｙ
一
〇
五
六
四
五
・
二
〇
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

48

基
点

　Ｘ
一
四
八
〇
五
三
・
〇
七
一

　Ｙ
一
〇
五
六
四
三
・
九
二
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

49

基
点

　Ｘ
一
四
八
〇
一
四
・
九
六
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
四
二
・
〇
七
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

50

基
点

　Ｘ
一
四
八
〇
一
四
・
七
六
六

　Ｙ
一
〇
五
六
四
六
・
〇
六
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

51

基
点

　Ｘ
一
四
八
〇
〇
一
・
九
九
七

　Ｙ
一
〇
五
六
四
五
・
四
四
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

52

基
点

　Ｘ
一
四
八
〇
〇
二
・
一
五
七

　Ｙ
一
〇
五
六
四
二
・
一
五
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

53

基
点

　Ｘ
一
四
七
九
九
五
・
四
四
六

　Ｙ
一
〇
五
六
四
二
・
〇
九
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

54

基
点

　Ｘ
一
四
七
九
九
二
・
八
二
七

　Ｙ
一
〇
五
六
四
一
・
六
九
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

55

基
点

　Ｘ
一
四
七
九
三
八
・
四
九
五

　Ｙ
一
〇
五
六
三
九
・
〇
五
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

56

基
点

　Ｘ
一
四
七
九
二
六
・
〇
五
九

　Ｙ
一
〇
五
六
三
八
・
五
四
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

57

基
点

　Ｘ
一
四
七
九
〇
七
・
六
九
七

　Ｙ
一
〇
五
六
三
七
・
五
五
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

58

基
点

　Ｘ
一
四
七
九
〇
三
・
一
九
一

　Ｙ
一
〇
五
六
三
七
・
二
五
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

59

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
九
三
・
〇
七
八

　Ｙ
一
〇
五
六
三
六
・
八
四
九
の
点

　
　
　
　
　
　

 

60

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
四
七
・
八
八
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
三
四
・
六
五
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

61

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
四
〇
・
九
八
九

　Ｙ
一
〇
五
六
三
三
・
六
四
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

62

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
三
四
・
四
六
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
三
二
・
五
五
四
の
点

　
　
　
　
　
　

 

63

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
二
七
・
三
一
二

　Ｙ
一
〇
五
六
二
九
・
三
三
四
の
点

　
　
　
　
　
　

 

64

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
二
五
・
七
一
八

　Ｙ
一
〇
五
六
二
八
・
九
二
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

65

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
二
三
・
〇
九
八

　Ｙ
一
〇
五
六
二
七
・
七
四
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

66

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
一
〇
・
三
二
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
二
〇
・
四
五
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

67

基
点

　Ｘ
一
四
七
八
〇
九
・
七
二
六

　Ｙ
一
〇
五
六
二
一
・
五
〇
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

68

基
点

　Ｘ
一
四
七
七
五
八
・
九
〇
〇

　Ｙ
一
〇
五
五
九
二
・
五
三
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

69

基
点

　Ｘ
一
四
七
七
五
〇
・
〇
〇
六

　Ｙ
一
〇
五
五
八
八
・
一
二
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

70

基
点

　Ｘ
一
四
七
七
四
二
・
二
四
四

　Ｙ
一
〇
五
五
八
五
・
二
九
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

71

基
点

　Ｘ
一
四
七
七
四
四
・
三
一
五

　Ｙ
一
〇
五
五
七
八
・
三
〇
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

72

基
点

　Ｘ
一
四
七
七
三
二
・
九
一
三

　Ｙ
一
〇
五
五
七
五
・
二
五
四
の
点

　
　
　
　
　
　

 

73

基
点

　Ｘ
一
四
七
七
二
七
・
五
七
六

　Ｙ
一
〇
五
五
七
三
・
七
〇
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

74

基
点

　Ｘ
一
四
七
六
四
七
・
七
二
八

　Ｙ
一
〇
五
五
五
〇
・
一
一
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

75

基
点

　Ｘ
一
四
七
六
四
二
・
〇
二
一

　Ｙ
一
〇
五
五
四
八
・
一
四
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

76

補
助
点
１

　Ｘ
一
四
七
六
二
四
・
五
〇
三

　Ｙ
一
〇
五
五
八
四
・
五
三
六
の
点

　
　
　
　
　

 

補
助
点
２

　Ｘ
一
四
七
六
一
七
・
九
二
〇

　Ｙ
一
〇
五
五
九
一
・
六
一
四
の
点

　
　
　
　
　

 

基
点

　Ｘ
一
四
七
六
一
二
・
七
八
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
五
〇
・
四
六
〇
の
点

　
　
　
　
　
　

 

77

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
八
二
・
四
四
一

　Ｙ
一
〇
五
六
四
八
・
八
六
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 
78

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
八
二
・
五
九
五

　Ｙ
一
〇
五
六
四
六
・
〇
七
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 
79

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
五
二
・
一
五
七

　Ｙ
一
〇
五
六
四
四
・
三
〇
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 
80

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
二
二
・
一
五
三

　Ｙ
一
〇
五
六
四
三
・
四
七
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

81

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
一
四
・
二
一
四

　Ｙ
一
〇
五
六
四
三
・
一
一
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

82
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基
点

　Ｘ
一
四
七
五
〇
四
・
五
三
三

　Ｙ
一
〇
五
六
五
〇
・
七
一
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

83

基
点

　Ｘ
一
四
七
四
七
五
・
三
五
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
七
三
・
七
七
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 

84

基
点

　Ｘ
一
四
七
四
八
七
・
五
二
五

　Ｙ
一
〇
五
六
七
五
・
〇
四
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

85

基
点

　Ｘ
一
四
七
四
九
五
・
〇
七
九

　Ｙ
一
〇
五
六
七
四
・
一
九
三
の
点

　
　
　
　
　
　

 

86

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
〇
三
・
三
七
〇

　Ｙ
一
〇
五
六
七
二
・
〇
九
四
の
点

　
　
　
　
　
　

 
87

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
〇
六
・
七
八
三

　Ｙ
一
〇
五
六
七
二
・
四
二
六
の
点

　
　
　
　
　
　

 
88

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
〇
七
・
八
一
六

　Ｙ
一
〇
五
六
七
三
・
七
〇
八
の
点

　
　
　
　
　
　

 

89

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
〇
八
・
五
一
一

　Ｙ
一
〇
五
六
七
四
・
五
七
一
の
点

　
　
　
　
　
　

 

90

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
一
〇
・
六
一
八

　Ｙ
一
〇
五
六
七
二
・
九
〇
七
の
点

　
　
　
　
　
　

 

91

基
点

　Ｘ
一
四
七
五
一
二
・
四
六
八

　Ｙ
一
〇
五
六
七
四
・
四
四
二
の
点

　
　
　
　
　
　

 

92

補
助
点
３

　Ｘ
一
四
七
五
一
一
・
七
七
八

　Ｙ
一
〇
五
六
八
三
・
一
五
〇
の
点

　
　
　
　
　

 

補
助
点
４

　Ｘ
一
四
七
五
〇
三
・
九
七
四

　Ｙ
一
〇
五
七
七
五
・
〇
六
〇
の
点

　
　
　
　
　

 

補
助
点
５

　Ｘ
一
四
七
九
〇
五
・
八
〇
八

　Ｙ
一
〇
五
九
九
三
・
七
七
二
の
点

　
　
　
　
　

 

補
助
点
６

　Ｘ
一
四
八
六
九
二
・
五
二
八

　Ｙ
一
〇
六
〇
三
六
・
一
七
四
の
点

　
　
　
　
　

 

二

　区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

毛
萱
仏
浜
地
区
海
岸
基
点
１
、
基
点
２
、
基
点
３
、
基
点
４
、
基
点
５
、
基
点
６
、
基
点

７
、
基
点
８
、
基
点
９
、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基

10

11

12

13

14

15

点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

16

17

18

19

20

21

22

23

24

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

25

26

27

28

29

30

31

32

33

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

34

35

36

37

38

39

40

41

42

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

43

44

45

46

47

48

49

50

51

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

52

53

54

55

56

57

58

59

60

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

61

62

63

64

65

66

67

68

69

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
補
助
点
１
、
補
助

70

71

72

73

74

75

76

点
２
、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

77

78

79

80

81

82

83

84

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
補
助
点

85

86

87

88

89

90

91

92

３
、
補
助
点
４
、
補
助
点
５
及
び
補
助
点
６
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
並
び
に
補
助
点
６
と

基
点
１
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
た
だ
し
、
保
安
林
を
除
く
。
）

　
　

（
河
川
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
一
号 

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街

地
再
開
発
組
合
の
解
散
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　組
合
の
名
称 

い
わ
き
駅
並
木
通
り
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二

　事
務
所
の
所
在
地 

い
わ
き
市
平
字
材
木
町
四
十
六
番
地 

三

　解
散
の
理
由 

事
業
の
完
成 

四

　設
立
認
可
の
年
月
日 

令
和
元
年
七
月
九
日 

五

　解
散
認
可
の
年
月
日 

令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
四
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県

北
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

　
　総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

　
　福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

　
　総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

　
　福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
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の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

　
　総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

　
　福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
七
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
変
更
に
係
る
関
係

図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

                

                                       

公 告 第 ８ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と  
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定  
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規  
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ８ 年 １ 月 13 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
体 外 循 環 装 置   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ７ 年 11 月 28 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
テ ス コ 株 式 会 社   宮 城 県 仙 台 市 泉 区 大 沢 三 丁 目 ４ 番 地 の ３  

５   落 札 金 額  
6 0 , 4 9 7 , 8 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ７ 年 10 月 17 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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